
お問合せ先
資格担当（078）362-3766

各班からの
お知らせ

被扶養者の届出をお忘れなく！被扶養者の届出をお忘れなく！
　組合員となった日（他支部及び他共済組合からの転入を含む。）に被扶養者の認定要件を
備える方がいる場合や、出生や退職等で新たに扶養の事実が生じた場合は、事実発生日から
30日以内に被扶養者に係る手続を所属所を通して行ってください。

《提出書類》「被扶養者に関する申告書」とその申告書に記載された書類
　※手続に必要な書類は各所属所にある「福利厚生事務の様式集」又は当支部のホームページに掲載しています。

　 トップページ➡兵庫支部について➡様式ダウンロード➡組合員・被扶養者に関する様式

《注意》　�所属所長への届出が事実発生日から起算して31日以上経過している場合は、書類を整えて所属所長へ
届け出た日が認定日となります。

　被扶養者の収入が所得限度額（年額130万円かつ月額108,334円）を超過した場合や、就職等で新たに保険
証を受領した場合は速やかに認定取消しの手続を所属所を通して行ってください。
　認定取消しは、届出が遅れても事実発生日に遡ります。その間に医療機関等で受診された場合は、共済組合が
負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

お問合せ先
給付担当（078）362-3764

「組合員証等」が交付される前に病院に行かれる場合「組合員証等」が交付される前に病院に行かれる場合
　「組合員証」・「被扶養者証」が交付される前に病院に行かれる場合は、一度窓口で医療費10割をお支払いいた
だき、後日、共済組合へ「療養費」「家族療養費」として請求してください。

〈請求に必要な書類〉
・「療養費・家族療養費請求書」(短期様式第21号)
　※ホームページからダウンロードできます。
　一月・一医療機関ごとに請求書が必要です。
・領収書原本
・医療機関等発行の診療報酬明細書（レセプト）
＊「診療明細書」とは異なります。

　 ※�トップページ➡兵庫支部について➡様式ダウンロード� �
➡短期給付に関する様式

（例） 事実発生日 4/1 所属所長への届出日 4/5 共済組合受付日 4/8
30日以内

事実発生日 4/1 所属所長への届出日 5/10 共済組合受付日 5/13
31日以上

速やかに

速やかに

認定日

認定日
被扶養者証の申請は、
30日以内の届出が
必要なんだね！

医療機関で
レセプト発行

してくださいって
言えばいいんだね！

112022年４月号　ひょうご夢Life



保健福祉事業の申請方法は
オンラインによる申請です！
　保健福祉事業では、一部の事業を除いて、インターネットを利用した
オンライン申請を導入しています。
　紙による申請よりも便利になった保健福祉事業をぜひご活用ください。

お問合せ先
福祉担当（078）362-3763

 
 
 
 
 

 
・人間ドック
・若年者ドック
・脳ドック
・血液検査
・骨粗しょう症検査
・インフルエンザ予防接種助成（※）
　※所属からの申請となります。

申請方法については、インターネットの電子申請用サイトにアクセスをしていただき、必要事項
を入力していただく形式となります。URL等詳細に関しては支部ホームページをご覧ください。
公立共済兵庫支部HP『厚生サービス利用する』https://www.kouritu.or.jp/hyogo/kousei/index.html

今回対象となる主な
事業はこちら！
今後もオンラインで
できるものを増やし
ていく予定だよ！

よくわからないこと
があれば、所属所や
公立共済の管理・福
祉班に質問してみて
ね！

お問合せ先
業務担当（078）362-3641

公立学校共済組合兵庫支部のホームページ【組合員専用ページ】のご案内
【組合員専用ページ】　　　　　　　　　　　　　�のログイン方法

　ログイン画面で、支部名を選択した上で、組合員証番号と生年月日(西暦８桁)を入力
してください。

ログイン画面
支�部�名 [兵庫]を選択

組合員証番号 ６桁入力
西暦生年月日 ８桁入力

お問合せ先
経理担当（078）362-3897

令和４年４月からの掛金率及び保険料率のお知らせ
標準報酬月額・標準期末手当等に係る掛金率及び保険料率

令和４年度�掛金率及び保険料率 令和３年度
短期掛金 43.51/1000 43.51/1000
介護掛金（40歳以上） 8.82/1000 8.9/1000
厚生年金保険料 91.5/1000 91.5/1000
退職等年金掛金 7.5/1000 7.5/1000

※令和４年度中に短期掛金率の見直しを予定しています。

※�新規組合員の方の場合は、本部での事
務処理の都合上、ログイン可能になる
のは６月初旬になります。
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障害厚生年金 ～在職中でも受給できます～
　組合員期間を含む厚生年金被保険者である間に初診日がある傷病により、一定の障害状態に
なった場合に、障害程度に応じて障害厚生年金が受給できます。

受給要件

　１　�初診日（傷病名に関わらず、因果関係があるものすべてを含めてその傷病について、初めて医師の診療
を受けた日）が組合員期間中であること。

　２　�障害認定日※1に障害等級が１級から３級の状態にあること※2（障害者手帳の等級とは異なります。）。
　　　※１　�初診日から１年６月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った（症状が固定した）場合はその日。一部下記

のとおり障害認定日の特例あり。
　　　※２　�障害認定日時点では障害等級に該当しない場合は、65歳に達するまでに症状が悪化し、障害等級１級から３級に該

当するようになったとき。
　３　�初診日の前々月までの期間において、保険料納付済みもしくは免除期間が2/3以上あること。または、初

診日の前々月までの直近１年間において、国民年金の保険料未納期間がないこと。

資格取得 初診日 障害認定日

障害等級に該当

障害厚生年金支給
（障害等級１級または２級の場合は、障害基礎年金をあわせて支給）１年６月

〈障害認定日の特例〉
　初診日から１年６月を経過する前でも、下表の一例に該当する場合は、特例として障害認定日が
下表のとおりとなります。

症例の現象 障害認定日 症例の現象 障害認定日
上肢、下肢を離断又は切断した
もの 離断又は切断日 脳血管疾患による機能障害のもの 初診日から６月

経過した日以後
人工骨頭又は人工関節を挿入、置
換したもの 挿入、置換日 人工透析療法を施行したもの 開始日から

３月経過した日
心臓ペースメーカー、植え込み型
除細動器（ICD）又は人工弁を装着
したもの

装着日 人工肛門又は尿路変更術を施した
もの

施した日から
６月経過した日

心臓移植、人工心臓、補助人工心
臓を装着したもの 移植又は装着日 新膀胱造設術を施したもの 造設日
CRT（心臓再同期医療機器）、
CRT-D（除細動器機能付き心臓再
同期医療機器）を装着したもの

装着日 咽頭全摘出手術を施したもの 咽頭全摘出手術
を施した日

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に
より人工血管を挿入置換したもの 挿入、置換日 遷延性植物状態であるもの

状態に至った日
から３月経過し
た日以後

在宅酸素療養を行っているもの 在宅酸素療法を
開始した日

★初診日の確認をお願いします。
　※�初診日から時間が経つと、医療機関での証明書類の取得が難しくなります。請求を

お考えの方は、ご自身の病歴・受診歴等を整理していただいたうえで、年金班まで
ご連絡ください。

★�障害厚生年金と傷病手当金の支給期間が重複する場合は、傷病手当金の支給額が調整
されます。

Point!

お問合せ先
年金班（078）362-3767
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